
 

 

 

  

不審者から身を守る方法を学ぶ「連れ去り防止教室」が１・２年生を対称に行われました。「プ

ールで泳ぐとき隠れているセイフティゾーンは絶対に触らせないようにしよう」「ひとりにならな

い」「ついていかいない」「おおごえをだす」「ちかづかない」「はなしをする」を自分の身を守る方

法として警察署少年課の「たんぽぽ班」の方から分かりやすく教えていただきました。ご家庭でも

身の守り方を話題にしてみてください。 


